
○浦臼町生活安全条例 

平成21年９月11日条例第22号 

改正 

平成22年３月９日条例第１号 

浦臼町生活安全条例 

（目的） 

第１条 この条例は、町民の生活の安全に関し、町、町民、事業者及び土地建物所有者等が一体とな

って、地域における犯罪及び事故の根絶をめざし、自主的な安全活動を推進し、及び生活環境を整

備することにより、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 町民 町内に居住し、又は滞在する者をいう。 

(２) 事業者 町内で事業活動を行うすべてのものをいう。 

(３) 土地建物所有者等 町内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。 

（町の責務） 

第３条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策（以下「安全施策」という。）

を実施しなければならない。 

(１) 防犯思想の普及に関すること。 

(２) 安全な地域づくりのための環境整備に関すること。 

(３) 町民の自主的な防犯活動についての助言、指導及び援助に関すること。 

(４) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。 

(５) 町民どうしの助け合い、見守り活動等の支援に関すること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、安全確保のために必要と認める施策 

２ 町は、前項の安全施策を実施するに当たっては、町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び

団体と緊密な連携を図るものとする。 

（町民の責務） 

第４条 町民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の安全活動を推進するととも

に、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その事業に関し安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推

進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。 

（土地建物所有者等の責務） 

第６条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域に

おける安全活動を推進するとともに、町が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。 

（協力の要請） 

第７条 町長は、町が安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係機関及び関係団体

と連絡調整し、協力を要請することができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月９日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


